
1

令和元年第２回定例会

美 郷 町 議 会 会 議 録（第１号）

令和元年６月７日

美 郷 町 議 会
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令和元年２回美郷町議会定例会会議録（第１日）

令和元年６月７日

（金曜日）

◎開会日時 令和元年 ６月７日 午前１０時００分 開会

◎散会日時 令和元年 ６月７日 午前１０時５２分 散会

◎出席議員（１１名）

1 番 山本 文男君 2 番 中嶋奈良雄君

3 番 山田恭一郎君 4 番 川村 義幸君

5 番 川村 嘉彦君 6 番 黒田 仁志君

7 番 富井 裕瑞君 8 番 森田 久寛君

9 番 園田 義彦君 10 番 那須 富重君

11 番 甲斐 秀徳君

◎欠席議員 な し

◎欠 員 な し

◎会議録署名議員 1 番 山本 文男君 2 番 中嶋奈良雄君

◎事務局職員氏名 事務局長 小田 広美君 書記 坂本梨津子君

◎説明のための出席者職氏名

町長 田中 秀俊君 副町長 欠席

教育長 大坪 隆昭君 会計管理者 石田 隆二君

総務課長 下田 光君 税務課長 瓶田 哲朗君

企画情報課長 田常 浩二君 町民生活課長 日高 隆一君

健康福祉課長 後藤 充君 建設課長 木原 浩一君

農林振興課長 中田 広喜君 政策推進室長 沖田 修一君

教育課長 田原 博文君 地域包括医療局総院長 欠席

地域包括医療局事務長 尾田 靖君 南郷地域課長 藤本 政春君

北郷地域課長 松本 博君

◎会議の経過 別紙のとおり
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令 和 元 年 第 ２ 回 美 郷 町 議 会 定 例 会

議事日程（第１）

令和元年６月７日

午 前 1 0 時 開 議

日程第１ 会議録署名議員の指名

１番 山本 文男 議員

２番 中嶋奈良雄 議員

日程第２ 会期の決定

６月 ７日 ～ ６月１３日 ７日間

日程第３ 諸般の報告

(1)議 長

(2)宮崎県北部広域行政事務組合議会議員

日程第４ 報告第１号 平成 30 年度繰越明許費の報告について
報 告

日程第５ 承認第 1 号 美郷町税条例等の一部を改正する条例の

専決処分（専決第 1 号）の承認を求める
ことについて

提案理由説明、質疑、討論、採決

日程第６ 承認第 2 号 美郷町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例の専決処分（専決第 2 号）の承
認を求めることについて

提案理由説明、質疑、討論、採決

日程第７ 承認第 3 号 平成 30 年度美郷町一般会計補正予算（第
7 号）の専決処分（専決第 3 号）の承認を
求めることについて

提案理由説明、質疑、討論、採決

日程第８ 承認第 4 号 美郷町介護保険条例の一部を改正する条
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例の専決処分（専決第 4 号）の承認を求
めることについて

提案理由説明、質疑、討論、採決

日程第９ 議案第 40 号 美郷町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例

提 案 理 由 説 明

日程第 10 議案第 41 号 美郷町公の施設条例の一部を改正する

条例

日程第 11 議案第 42 号 美郷町使用料徴収条例の一部を改正す

る条例

提 案 理 由 説 明

日程第 12 議案第 43号 平成 31年度美郷町一般会計補正予算（第
1 号）

提 案 理 由 説 明

日程第 13 議案第 44 号 平成 31 年度美郷町介護保険事業特別
会計補正予算（第 1 号）

日程第 14 議案第 45 号 平成 31 年度美郷町簡易水道事業特別
会計補正予算（第 1 号）

日程第 15 議案第 46 号 平成 31 年度美郷町国民健康保険診療
所事業特別会計補正予算（第 1 号）

日程第 16 議案第 47 号 平成 31 年度美郷町国民健康保険病院
事業会計補正予算（第 1 号）

提 案 理 由 説 明

日程第 17 発委第 3 号 美郷町議会会議規則の一部を改正する

規則



5

提案理由説明、質疑、討論、採決
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会 議 録

令 和 元 年 ６ 月 ７ 日

午 前 １ ０ 時 開 議

【事務局長 小田 広美】

「一同起立・礼」・・・・おはようございます・・・・・お座りください。

【議長 甲斐 秀徳】

改めまして、おはようございます。

第２回美郷町議会定例会に際しまして、一言、御挨拶申し上げます。

令和元年最初の６月定例議会が始まりました。４月の人事異動の後、新たな執行

部の体制になっての初めての議会であります。どうぞよろしくお願いします。

昨今、千葉での児童虐待による死亡事件に続き、川崎での通り魔による小学生ら

の無差別殺傷事件等が発生し、痛ましくやり場のない怒りを感じ得ません。犠牲に

なった方々の御冥福を祈るとともに、被害に遭われました子供たちの心のケアに努

め、今後このようなことがないよう地域での防犯等の取り組みもですが、無防備な

子供たちをいかに守るか、政府レベルでも議論が必要だと考えたところです。

また、全国で高齢者の交通事故の増加しております。当町も高齢化が５１％を超

えておりますが、我々も気をつけて見守りたいと思います。

さて、梅雨入り、美郷町のあちこちで田植えの準備が行われております。これか

らが、本格的な田植えのシーズンですが、この時期の田舎ならではの原風景もいい

のもです。

美郷町では、昨年１０月、ついに高齢化率が５１％を超え、その影響から、農家

では次世代への継続ができない方もおり、委託が多くなっております。米をつくる

大変さや大事さが身にしみます。最近はイノシシなどが荒らしに来るのでフェンス

も設置しなけらばなりません。「手間暇をかけ苦労が多いからこそ秋の黄金の稲穂が

実る今年の収穫が楽しみです」と、農家の方が話しておりましたが、農業の苦労を

実感しているところであります。

ところで、今回、２００年振りに天皇の生前退位の中、新たな令和の時代となり

ました。天皇陛下の御退位に当たって、自民党声明では、「振り返ればこの３０年、

平成まさに激動の時代でした。バブル景気のピークとともに迎えた平成の時代は、

その後、バブル崩壊の後遺症に苦しみ、アベノミクスによる本格的な景気回復を迎

えるまで空白の時代と称される経済低迷期が続きました」と、述べておりますが、

果たして地方はどうであったか疑問であります。その結果が人口減少に拍車をかけ、

高齢化率が上がっております。

最近では、アベノミクスの言葉も聞きません。今、東京ではオリンピック事業で

どこもかしこも建設ラッシュであります。東京一極集中はとまりません。

参議院選挙が７月に行われるに当たり、今日、衆参両院同時選挙が取り上げられ

て、国会議員はその対応に躍起になっているようであります。ことし１０月より予

定している消費税１０％へのアップがどのように美郷町に影響するかも考えておか

なければならないと思っております。

今回の改元で「春の訪れを告げ、見事に咲き誇る梅の花のように」と、政府が示

したように、新たな日本の姿に期待したいものです。
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本定例会では、６名の議員が一般質問を予定しております。１３件の議案審議な

どを合わせ、住民の福祉の向上につなげられるよう活発な議論をお願いいたします。

この定例会が、住民の負託にこたえられる議会となりますよう祈念して、第２回

定例会冒頭の御挨拶にかえさせていただきます。

【議長 甲斐 秀徳】

ただいまの出席議員は１１名であります。

【議長 甲斐 秀徳】

ただいまから、令和元年第２回美郷町議会定例会を開会します。

【議長 甲斐 秀徳】

なお、金丸吉昌地域包括医療局総院長から診療業務等のため欠席の申し出があり

ましたので、これを受理いたしました。

【議長 甲斐 秀徳】

これから、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりであります。

上着を脱ぎたい方は脱ぐことを許します。

【議長 甲斐 秀徳】

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

本定例会の署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、１番 山本 文男

議員、２番 中嶋 奈良雄議員を指名します。

【議長 甲斐 秀徳】

日程第２ 会期の決定を議題とします。

この件につきましては、議会運営委員会において検討がなされておりますので、

委員長より報告をお願いします。

【議長 甲斐 秀徳】

議会運営委員長 園田 義彦議員。

【議会運営委員長 園田 義彦】

議長。

【議長 甲斐 秀徳】

園田 義彦議員。

【議会運営委員長 園田 義彦】

令和元年第２回美郷町議会定例会について、議長より諮問を受けました会期及び

日程につきまして、議会運営委員会は以下のように議長に答申しましたので報告い

たします。

会期につきましては、本日から６月１３日までの７日間とし、会期日程はお手元

に配付してあるとおりとしたところです。
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以上で、議会運営委員長の報告を終わります。

【議長 甲斐 秀徳】

委員長の報告が終わりました。

お諮りします。

本定例会の会期は、委員長の報告のとおり、本日から６月１３日までの７日間に

したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

（ 「異議なし」との声あり ）

【議長 甲斐 秀徳】

異議なしと認めます。

したがって、会期は本日から６月１３日までの７日間に決定いたしました。

会期中の会議予定につきましては、お手元に配付の会期及び審議の予定表のとお

りであります。

【議長 甲斐 秀徳】

日程第３ 諸般の報告を行います。

本日までに受理いたしました請願・陳情は、お手元に配付いたしました請願・陳

情文書等に記載のとおり報告いたします。

なお、今回については請願はございません。

地方自治法第２３５条の２、第３項の規定により、例月出納検査の結果報告書が

お手元に配付したとおり提出されています。

朗読は省略します。

議長報告は、お手元に配付の諸般の報告をもって報告とします。

【議長 甲斐 秀徳】

次に、宮崎県北部広域行政事務組合議会議員から、報告の申し出があります。

森田 久寛議員より、報告をお願いいたします。

【文教常任委員長 森田 久寛】

議長。

【議長 甲斐 秀徳】

文教産業常任委員長 森田 久寛議員。

【文教常任委員長 森田 久寛】

宮崎県北部広域行政事務組合議会定例会 報告書

１．会 期 平成３１年３月２７日 一日間でございました。

２．場 所 延岡市役所 議会大会議室

３．出 席 者 山田恭一郎議員、森田久寛、私、議員でございました。

４．議案審議 管理者提出議案でございますが、

議案第６号 監査委員の選任は原案可決で岩佐祐一氏を選任をいたしまし

た。

議案第７号 平成３０年度宮崎県北部広域行政事務組合
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一般会計補正予算

・補正前の額 ３１０万４，０００円

・補正額 ２，０００円

・計 ３１０万６，０００円

原案可決でございます。

議案第８号 平成３０年度宮崎県北部広域行政事務組合

宮崎県北部ふるさと市町村圏事業特別会計補正予算

・補正前の額 ３，６４２万３，０００円

・補正額 ９０万２，０００円

・計 ３，７３２万５，０００円

原案可決でございます。

議案第９号 平成３１年度宮崎県北部広域行政事務組合

一般会計予算（別紙参照）

原案可決でございます。

議案第１０号 平成３１年度宮崎県北部広域行政事務組合

宮崎県北部ふるさと市町村圏事業特別会計予算（別紙参照）

原案可決でございます。

以上です。

【議長 甲斐 秀徳】

以上で、諸般の報告を終わります。

【議長 甲斐 秀徳】

日程第４ 報告第１号 平成３０年度繰越明許費の報告について、町長からの報

告があります。

これを許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 甲斐 秀徳】

町長。

【町長 田中 秀俊】

皆さん、おはようございます。

令和に入りまして初めての議会ということで、第２回目の議会定例会ということ

でございますが、きょうから１週間の会期をもってやるということでありますので、

よろしくお願いいたします。

令和に入りまして地震があり、そして時ならぬ大雨、そして暑さということで、

また、５月末日に入りまして梅雨に入りきょうを迎えておりますが、これから先、

災害リスクが増大すると、そのように考えているところであります。常在危機意識

を持って、常に町民の安全安心を守らなければならない、そういうふうに思ってお

りますので、議員各位にも御協力をいただきたいと思っておるところであります。

それでは、報告第１号 平成３０年度繰越明許費について、地方自治法施行令第

１４６条第２項の規定により報告をいたします。
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今回の繰越については、お手元の平成３０年度繰越明許費繰越計算書のとおりで

あります。

繰越事業の内訳は、ケーブルテレビ運営事業、県議会議員選挙、地籍調査事業、

町単林道整備事業、道整備交付金事業（道路新設改良）、防災・安全交付金事業（通

学路対策）、防災・安全交付金事業（老朽化対策）、過疎対策事業（道路新設改良）、

農地・農業用施設災害復旧事業（単独）、林業施設災害復旧事業（単独及び補助）、

公共土木施設災害復旧事業（単独及び補助）。

以上、１１事業について、総額４億５，３０５万８，０００円の事業費を繰り越

しました。

以上であります。

【議長 甲斐 秀徳】

以上で、報告を終わります。

【議長 甲斐 秀徳】

日程第５ 承認第１号 美郷町税条例等の一部を改正する条例の専決処分（専決

第１号）の承認を求めることについてを議題とします。

本案について、町長より提案理由の説明を求めます。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 甲斐 秀徳】

町長。

【町長 田中 秀俊】

それでは、承認第１号 美郷町税条例等の一部を改正する条例の専決処分（専決

第１号）の承認を求めることについて、提案理由を申し上げます。

今回の改正は、地方税法等の一部を改正する法律が平成３１年３月２９日に公布

されたことに伴い、関係する美郷町税条例を改正する必要が生じたことから、平成

３１年３月２９日付で所要の改正をするとともに、専決処分を行いました。

主な内容は、ふるさと納税制度の見直し、住宅ローン減税の拡充、住民税の非課

税範囲の拡大、軽自動車税のグリーン化特例、エコカー減税、環境性能割等による

税率見直し等、法律改正によるものです。

いずれも国の制度や法律公布の関係上、早急を要したことから、地方自治法第１

７９条第１項の規定により専決処分を行いましたので、同条第３項の規定により報

告し、その承認を求めるものであります。

以上であります。

【議長 甲斐 秀徳】

町長の提案理由の説明が終わりました。

これから、質疑を行います。

質疑を許します。

質疑はありませんか。
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（ 「質疑なし」との声あり ）

【議長 甲斐 秀徳】

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

【議長 甲斐 秀徳】

これから討論を行います。

討論はありませんか。

（ 「討論なし」との声あり ）

【議長 甲斐 秀徳】

討論なしと認め、これで討論を終わります。

【議長 甲斐 秀徳】

これから、承認第１号 美郷町税条例等の一部を改正する条例の専決処分（専決

第１号）の承認を求めることについての採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 甲斐 秀徳】

本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立 全員 ）

【議長 甲斐 秀徳】

起立全員であります。

したがいまして、承認第１号 美郷町税条例等の一部を改正する条例の専決処分

（専決第１号）の承認を求めることについては原案のとおり可決されました。

【議長 甲斐 秀徳】

日程第６ 承認第２号 美郷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決

処分（専決第２号）の承認を求めることについてを議題とします。

本案について、町長より提案理由の説明を求めます。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 甲斐 秀徳】

町長。

【町長 田中 秀俊】

続きまして、承認第２号 美郷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専

決処分（専決第２号）の承認を求めることについて提案理由を申し上げます。

今回の改正は、地方税法等の一部を改正する法律が平成３１年３月２９日に公布

されたことに伴い、関係する美郷町国民健康保険税条例を改正する必要が生じたこ
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とから、平成３１年３月２９日付で所要の改正をするとともに、専決処分を行いま

した。

主な改正内容は、国民健康保険税の課税限度額の見直し及び低所得者に係る国民

健康保険税の軽減判定所得の見直しに関する改正などです。

いずれも国の制度や法律公布の関係上、早急を要したことから、地方自治法第１

７９条第１項の規定により専決処分を行いましたので、同条第３項の規定により報

告し、その承認を求めるものであります。

以上であります。

【議長 甲斐 秀徳】

町長の提案理由の説明が終わりました。

これから、質疑を行います。

質疑を許します。

質疑はありませんか。

（ 「質疑なし」との声あり ）

【議長 甲斐 秀徳】

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

【議長 甲斐 秀徳】

これから討論を行います。

討論はありませんか。

（ 「討論なし」との声あり ）

【議長 甲斐 秀徳】

討論なしと認め、これで討論を終わります。

【議長 甲斐 秀徳】

これから、承認第２号 美郷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決

処分（専決第２号）の承認を求めることについての採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 甲斐 秀徳】

本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立 全員 ）

【議長 甲斐 秀徳】

起立全員であります。

したがいまして、承認第２号 美郷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

の専決処分（専決第２号）の承認を求めることについては原案のとおり可決されま

した。
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【議長 甲斐 秀徳】

日程第７ 承認第３号 平成３０年度美郷町一般会計補正予算（第７号）の専決

処分（専決第３号）の承認を求めることについてを議題とします。

本案について、町長より提案理由の説明を求めます。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 甲斐 秀徳】

町長。

【町長 田中 秀俊】

それでは、承認第３号 平成３０年度美郷町一般会計補正予算（第７号）の専決

処分（専決第３号）の承認を求めることについて、提案理由を申し上げます。

この補正は、主として地方交付税や各種交付金、国県支出金等の確定に伴うもの

で、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１３６万７，０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を７５億７，６３５万５，０００円とするものです。

歳入につきましては、町税の収入増により１，４２９万７，０００円の追加、地

方譲与税の確定により７０８万７，０００円の追加、地方消費税交付金の確定によ

り２，４０７万４，０００円の追加、自動車取得税交付金の確定により１，１７８

万４，０００円の追加、地方交付税（特別交付税）の確定により２億８，３９１万

９，０００円の追加、県支出金の確定により５，８７３万５，０００円の追加、繰

入金が３億３，５９４万５，０００円の減額、町債から６，３８０万円の減額が主

なものであります。

歳出につきましては、基金積立金へ１３６万７，０００円の追加をしました。

これにより、平成３０年度の一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ７５億７，

６３５万５，０００円となりました。

地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分を行いましたので、同条第３

項の規定により報告し、その承認を求めるものであります。

以上で、提案理由の説明を終わります。

【議長 甲斐 秀徳】

町長の提案理由の説明が終わりました。

これから、質疑を行います。

質疑を許します。

質疑はありませんか。

（ 「質疑なし」との声あり ）

【議長 甲斐 秀徳】

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

【議長 甲斐 秀徳】

これから討論を行います。

討論はありませんか。



14

（ 「討論なし」との声あり ）

【議長 甲斐 秀徳】

討論なしと認め、これで討論を終わります。

【議長 甲斐 秀徳】

これから、承認第３号 平成３０年度美郷町一般会計補正予算（第７号）の専決

処分（専決第３号）の承認を求めることについての採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 甲斐 秀徳】

本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立 全員 ）

【議長 甲斐 秀徳】

起立全員であります。

したがいまして、承認第３号 平成３０年度美郷町一般会計補正予算（第７号）

の専決処分（専決第３号）の承認を求めることについては原案のとおり可決されま

した。

【議長 甲斐 秀徳】

日程第８ 承認第４号 美郷町介護保険条例の一部を改正する条例の専決処分

（専決第４号）の承認を求めることについてを議題とします。

本案について、町長より提案理由の説明を求めます。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 甲斐 秀徳】

町長。

【町長 田中 秀俊】

それでは、承認第４号 美郷町介護保険条例の一部を改正する条例の専決処分（専

決第４号）について提案理由を申し上げます。

平成３０年度から令和２年度までの３年間を１期とした第７期介護保険事業計画

に基づき、介護保険料の段階区分を設定しているところでありますが、本年１０月

以降の消費税率引き上げによる低所得者層の負担軽減を目的とした第１段階の軽減

措置を行うため、介護保険施行令第３８条第１０項の規定に基づき条例の一部を改

正するものです。

施行日が平成３１年４月１日となっており緊急を要したこと、また、この改正は

第１段階の保険料率を引き下げる改正であり被保険者にとって不利益とならないこ

とから、地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和元年５月８日専決処分を

行いましたので、同条第３項の規定によりまして報告し、その承認を求めるもので
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あります。

以上であります。

【議長 甲斐 秀徳】

町長の提案理由の説明が終わりました。

これから、質疑を行います。

質疑を許します。

質疑はありませんか。

（ 「質疑なし」との声あり ）

【議長 甲斐 秀徳】

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

【議長 甲斐 秀徳】

これから討論を行います。

討論はありませんか。

（ 「討論なし」との声あり ）

【議長 甲斐 秀徳】

討論なしと認め、これで討論を終わります。

【議長 甲斐 秀徳】

これから、承認第４号 美郷町介護保険条例の一部を改正する条例の専決処分（専

決第４号）の承認を求めることについての採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 甲斐 秀徳】

本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立 全員 ）

【議長 甲斐 秀徳】

起立全員であります。

したがいまして、承認第４号 美郷町介護保険条例の一部を改正する条例の専決

処分（専決第４号）の承認を求めることについては原案のとおり可決されました。

【議長 甲斐 秀徳】

日程第９ 議案第４０号 美郷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議

題とします。

本案について、町長より提案理由の説明を求めます。

【町長 田中 秀俊】

議長。
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【議長 甲斐 秀徳】

町長。

【町長 田中 秀俊】

それでは、議案第４０号 美郷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ

いての提案理由を申し上げます。

美郷町の医療費について抑制するため、各種の保健事業や検診事業を積極的に進

めたものの現段階で試算した結果、平成３０年度の医療費は県内第１位であり、上

昇幅は２．１％の伸び率となっております。

保険税については、これまで社会情勢を踏まえながら基金等を活用し、納税者の

負担軽減に努めてきたところであります。

５月１７日、国民健康保険運営協議会から答申をいただき、税率の改正案につき

まして慎重に算定しております。

世帯数及び被保険者数が減少する中での予算額確保のため保険税率を算定してお

りますので、１人当たり保険税額２．１７％増、及び１世帯当たり保険税額１．０

９％増でありますが、負担軽減の努めた改正案であります。

各条によって御説明をいたします。

第４条の所得割額１００分の７．００を１００分の７．１８に、第５条の資産割

額１００分の３６．００を１００分の４６．００に、第６条の被保険者均等割額２

万４，８００円を２万６，１００円に、第７条の世帯別平等割額１万７，５００円

を１万８，９００円に、特定世帯８，７５０円を９，４５０円に、特定継続世帯１

万３，１２５円を１万４，１７５円に、第８条の所得割額１００分の２．１０を１

００分の２．３４に、第９条の資産割額１００分の１２．４０を１００分の１４．

５０に、第９条の２の被保険者均等割額７，７００円を８，６００円に、第９条の

３の世帯別平等割額５，５００円を６，０００円に、特定世帯２，７５０円を３，

０００円に、特定継続世帯４，１２５円を４，５００円に、第１０条の所得割額１

００分の２．００を１００分の２．０５に、第１１条の資産割額１００分の１６．

００を１００分の２２．００に、第１２条の被保険者均等割額１万円を１万６００

円に改正をしております。

次に第２５条の減額ですが、（１）が７割軽減になります。

被保険者均等割額１万７，３６０円を１万８，２７０円に、世帯別平等割額１万

２，２５０円を１万３，２３０円に、特定世帯６，１２５円を６，６１５円に、特

定継続世帯９，１８７円を９，９２２円に、被保険者均等割額５，３９０円を６，

０２０円に、後期高齢者支援金世帯の世帯別平等割額３，８５０円を４，２００円

に、特定世帯１，９２５円を２，１００円に、特定継続世帯２，８８７円を３，１

５０円に、介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額７，０００円を７，４

２０円に改正するものです

次に（２）が５割軽減になります。

被保険者均等割額１万２，４００円を１万３，０５０円に、世帯別平等割額８，

７５０円を９，４５０円に、特定世帯４，３７５円を４，７２５円に、特定継続世

帯６，５６２円を７，０８７円に、後期高齢者支援金世帯の被保険者均等割額３，

８５０円を４，３００円に、世帯別平等割額２，７５０円を３，０００円に、特定

世帯１，３７５円を１，５００円に、特定継続世帯２，０６２円を２，２５０円に、

介護納付金課税世帯の被保険者均等割額５，０００円を５，３００円に改正するも
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のです。

次に（３）が２割軽減になります。

被保険者均等割額４，９６０円を５，２２０円に、世帯別平等割額３，５００円

を３，７８０円に、特定世帯１，７５０円を１，８９０円に、特定継続世帯２，６

２５円を２，８３５円に、後期高齢者支援金世帯の被保険者均割額１，５４０円を

１，７２０円に、世帯別平等割額１，１００円を１，２００円に、特定世帯５５０

円を６００円に、特定継続世帯８２５円を９００円に、介護納付金課税世帯の被保

険者均等割額２，０００円を２，１２０円に改正するものであります。

最後に、本年度もさらなる医療費抑制に努めてまいりたいと思っております。

以上で説明を終わります。

【議長 甲斐 秀徳】

町長の提案理由の説明が終わりました。

この件については、第７日目の６月１３日に、質疑・討論・採決を行います。

【議長 甲斐 秀徳】

日程第１０ 議案第４１号 美郷町公の施設条例の一部を改正する条例

日程第１１ 議案第４２号 美郷町使用料徴収条例の一部を改正する条例

【議長 甲斐 秀徳】

お諮りします。

議案第４１号と議案第４２号の２件を一括議題にしたいと思います。

これに御異議ございませんか。

（ 「異議なし」との声あり ）

【議長 甲斐 秀徳】

異議なしと認めます。

したがいまして、議案第４１号と議案第４２号の２件は一括議題とすることに決

定しました。

【議長 甲斐 秀徳】

２件につきまして、順次、町長より提案理由の説明を求めます。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 甲斐 秀徳】

町長。

【町長 田中 秀俊】

それでは、議案第４１号 美郷町公の施設条例の一部を改正する条例について、

また、関連がございますので、議案第４２号の美郷町使用料徴収条例の一部を改正

する条例の提案理由を申し上げます。

議案第４１号につきましては、北郷総合運動広場の地番を明記することと、旧北
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郷小学校跡地に整備しているテニスコートのある広場を辰之元運動広場として社会

教育施設として管理すべく本条例を改正するものです。

また、旧黒木小学校グラウンドも黒木地区運動広場と名称を変更し、社会教育施

設として管理するため所要の改正を行うものです。

あわせて、議案第４２号につきましては、新名称、辰之元運動広場、黒木地区運

動広場、両施設の照明施設使用料について、学校施設から削除し所用の改正を行う

ものであります。

以上で説明を終わります。

【議長 甲斐 秀徳】

町長の提案理由の説明が終わりました。

この件については、第７日目の６月１３日に、質疑・討論・採決を行います。

【議長 甲斐 秀徳】

日程第１２ 議案第４３号 平成３１年度美郷町一般会計補正予算（第１号）を

議題とします。

本案について、町長より提案理由の説明を求めます。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 甲斐 秀徳】

町長。

【町長 田中 秀俊】

それでは、議案第４３号 平成３１年度美郷町一般会計補正予算（第１号）につ

いての提案理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億２，４８３万７，

０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７５億６，０８４万３，

０００円とするものであります。

主な補正の内容につきまして、歳入から説明いたします。

まず、国庫支出金は、総務費国庫補助金としてプレミアム付商品券関連の補助金

１，５７９万１，０００円の追加、土木費国庫補助金の防災安全交付金１，０１３

万円の減額など、合わせて８２４万５，０００円の追加、県支出金は、総務費県補

助金の宮崎ひなた暮らしＵＩＪターン支援事業補助金２２５万円、農林水産業費県

補助金として地方創生道整備推進交付金事業補助金を１，３３４万８，０００円、

災害復旧費県補助金として林道災害査定設計委託費等補助金１，７５０万円の追加

など、合わせて３，４７８万７，０００円を追加いたしました。

繰入金は、財政調整基金繰入金６，５３０万５，０００円を追加、町債として、

過疎対策事業債、辺地対策事業債、合わせて１，４００万円を追加いたしました。

続いて、歳出について説明をいたします。

まず、総務費に１億２，５５６万８，０００円の追加。

主なものとしましては、一般管理費の一般・特別職員人件費１億６１７万１，０

００円、企画費の空き家リフォーム補助金３００万円、宮崎ひなた暮らしＵＩＪタ

ーン支援事業補助金３００万円、ふるさと納税事業に係る経費として２９０万８，
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０００円、プレミアム付商品券事業事務委託料１，２２４万円、コミュニティ助成

事業補助金２５０万円の追加などです。

民生費は２，６９４万３，０００円の減額。

主なものとしては、人事異動に伴う社会福祉総務費及び児童福祉総務費の一般職

員人件費の減額のほか、児童福祉施設費の幼児教育無償化に伴う総合福祉システム

改修委託料１５５万１，０００円、神門へき地保育所調理場改修設計委託料４８万

６，０００円の追加などです。

衛生費は６６６万６，０００円の減額。

主なものは、人事異動に伴う保健衛生総務費の一般職員人件費８０７万１，００

０円の減額のほか、水道費の補助金１１１万７，０００円などです。

農林水産業費は７２９万１，０００円の減額。

主なものは、人事異動に伴う一般職員人件費の更正のほか、林道整備費の県営林

道整備事業負担金に１０１万４，０００円、地方創生道整備推進交付金事業工事請

負費に２，１７０万円の追加、林道維持費の橋梁調査委託料５６０万円の追加など

です。

商工費は１，６８１万円の追加。

主なものは、観光振興費の百済の里中核施設駐車場用地購入に係る経費１，６６

８万６，０００円などです。

土木費は１，１３３万円の減額。

主なものは、人事異動に伴う土木総務費の一般職員人件費６８７万２，０００円

の減額、道路維持費の橋梁調査委託料１，１２０万円の追加、道路新設改良費の防

災・安全交付金事業（道路環境整備）の工事請負費に１，６００万円、防災・安全

交付金事業（老朽化対策）の測量設計委託料に３００万円の追加、工事請負費３，

３７０万円の減額などです。

消防費は８３７万６，０００円の減額。

主なものは、人事異動に伴う一般職員人件費９０６万８，０００円の減額などで

す。

教育費は９６９万２，０００円の減額。

主なものは、人事異動に伴う人件費の減額のほか、公民館費にニューホープセン

ター改修実施設計業務委託料２００万円、工事請負費に４００万円をそれぞれ追加、

備品購入費６００万円の減額、体育施設費に美郷北学園テニスコート照明設備工事

請負費２１２万９，０００円の追加などです。

災害復旧費に３，６２０万円の追加。

主なものは、林業施設災害復旧費の測量設計委託料に３，５００万円、工事請負

費に１２０万円の追加です。

諸支出金に１，７００万円の追加。

国民健康保険診療所事業特別会計、介護保険事業特別会計、簡易水道事業特別会

計に対する繰出金、合わせて１，０００万円、また、国民健康保険病院事業会計へ

の運営費補助金７００万円を追加いたしました。

地方債の補正につきましては、第２表のとおりであります。

これにより、平成３１年度の一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ７５億６，

０８４万３，０００円となりました。

以上で説明を終わります。

【議長 甲斐 秀徳】
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町長の提案理由の説明が終わりました。

この件については、第７日目の６月１３日に、質疑・討論・採決を行います。

【議長 甲斐 秀徳】

日程第１３ 議案第４４号 平成３１年度美郷町介護保険事業特別会計補正予算

（第１号）

日程第１４ 議案第４５号 平成３１年度美郷町簡易水道事業特別会計補正予算

（第１号）

日程第１５ 議案第４６号 平成３１年度国民健康保険診療所事業特別会計

補正予算（第１号）

日程第１６ 議案第４７号 平成３１年度美郷町国民健康保険病院事業会計

補正予算（第１号）

を議題とします。

【議長 甲斐 秀徳】

お諮りします。

議案第４４号と議案第４７号までの４件を一括議題にしたいと思います。

これに御異議ございませんか。

（ 「異議なし」との声あり ）

【議長 甲斐 秀徳】

異議なしと認めます。

したがいまして、議案第４４号から議案第４７号までの４件を一括議題とするこ

とに決定しました。

【議長 甲斐 秀徳】

４件につきまして、順次、町長より提案理由の説明を求めます。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 甲斐 秀徳】

町長。

【町長 田中 秀俊】

それでは、議案第４４号平成３１年度美郷町介護保険事業特別会計補正予算（第

１号）についての提案理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６１万４，０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０億５，４９７万３，０００円

とするものです。

今回の補正の主な内容は、条例改正に伴う介護保険料の減額と一般会計繰入金の

増額となります。

歳入につきましては、介護保険料を２８３万１，０００円減額し、一般会計繰入

金の保険給付費等繰入金を２７７万２，０００円増額いたしました。同じく一般会
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計繰入金の職員給与費等繰入金を５５万５，０００円減額いたしました。

歳出につきましては、一般管理費として職員手当等を５５万５，０００円減額を

いたしました。

以上の結果、不足する財源として、予備費より５万９，０００円を充当したとこ

ろであります。

以上であります。

続きまして、議案第４５号 平成３１年度美郷町簡易水道事業特別会計補正予算

（第１号）についての提案理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出予算総額に、歳入歳出それぞれ３６７万８，０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億７，０２４万５，０００円と

するものです。

歳出は、事務等臨時職員人件費から７８万円を減額し、簡易水道施設整備改修費

に峰地区浄水場電動弁再構築工事として４４５万８，０００円を追加しております。

歳入につきましては、一般会計繰入金に３６７万８，０００円を追加いたしまし

た。

以上であります。

引き続きまして、議案第４６号 平成３１年度国民健康保険診療所事業特別会計

補正予算（第１号）についての提案理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４１０万５，０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億４，５７３万４，０００円

とするものであります。

歳出補正の主なものは、職員異動に伴う人件費４１０万５，０００円の増額であ

ります。

歳入補正は、一般会計繰入金４１０万５，０００円の増額であります。

以上で説明を終わります。

最後になりましたが、議案第４７号 平成３１年度美郷町国民健康保険病院事業

会計補正予算（第１号）についての提案理由を申し上げます。

今回の補正は、収益的収入及び支出につきまして７００万円の増額補正でござい

ます。

内容につきましては、収入では、一般会計からの繰入金７００万円、支出では、

同額の７００万円を委託料に追加するものです。

具体的には、来年４月から予定しています美郷町の医療提供体制等の整備を行う

上で、医療機能の再編を予定しております。その制度的・技術的支援をコンサルタ

ントに支援していただくための委託料の追加であります。

以上であります。

【議長 甲斐 秀徳】

町長の提案理由の説明が終わりました。

この件については、第７日目の６月１３日に、質疑・討論・採決を行います。

【議長 甲斐 秀徳】

日程第１７ 発委第３号 美郷町議会会議規則の一部を改正する規則を議題とし

ます。

【議長 甲斐 秀徳】
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本案について、議会運営委員会 園田 義彦委員長より説明を求めます。

【議会運営委員長 園田 義彦】

議長。

【議長 甲斐 秀徳】

議会運営委員長 園田 義彦議員。

【議会運営委員長 園田 義彦】

それでは、発委第３号 美郷町議会会議規則の一部を改正する規則について、提

案理由の説明を行います。

本会議においての会議時間、一般質問における準用規定、タブレット端末及びペ

ーパーレス会議システム導入に伴いそれぞれ規則の改正を行う必要が生じました。

以上の理由により、美郷町議会会議規則の一部を改正する規則を、会議規則第１

４条第３項の規定により、議会運営員会が提案するものです。

以上で、説明を終わります。

【議長 甲斐 秀徳】

提案理由の説明が終わりました。

これから、質疑を行います。

質疑を許します。

質疑はありませんか。

（ 「質疑なし」との声あり ）

【議長 甲斐 秀徳】

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

【議長 甲斐 秀徳】

これから討論を行います。

討論はありませんか。

（ 「討論なし」との声あり ）

【議長 甲斐 秀徳】

討論なしと認め、これで討論を終わります。

【議長 甲斐 秀徳】

これから、発委第３号 美郷町議会会議規則の一部を改正する規則についての採

決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 甲斐 秀徳】

本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
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（ 起立 全員 ）

【議長 甲斐 秀徳】

起立全員であります。

したがいまして、発委第３号 美郷町議会会議規則の一部を改正する規則につい

ては原案のとおり可決されました。

【議長 甲斐 秀徳】

以上で、本日の日程は全部、終了しました。

次は、６月１０日月曜日は定刻午前１０時に本会議を開きます。時間をお間違え

のないようお願いいたします。

本日は、これで散会します。

【事務局長 小田 広美】

「一同・起立・礼」・・・・お疲れさまでした・・・・。

（散会：午前１０時５２分）


